
地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和に係る取扱い 
 

 

 地域密着型サービスのうち認知症対応型共同生活介護事業者（介護予防を含む）につい

ては、年に１回以上外部評価を受け、その結果等を公表することが義務付けられています

が、大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱において、一定の要件（５年継続受審等）

を満たす場合は外部評価の実施回数を２年に１回に緩和できる旨を定めているところです。 

 実施回数の緩和の申請方法及び申請書提出締切日等については、６月上旬頃に通知して

いますので、各事業所において申請漏れのないようご留意ください。 

なお、実施回数の緩和の要件は「大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱」及び「地

域密着型サービス外部評価制度に関する実施回数の緩和に係る取扱要領」にてご確認くだ

さい。 

 

 

（問合せ） 

豊中市 福祉部 長寿社会政策課 事業所指定係 

〒561-8501 

豊中市中桜塚 3丁目 1番 1号 第二庁舎 3階 

TEL：06-6858-2838  FAX：06-6858-3146 

E-mail：chouju@city.toyonaka.osaka.jp 



 

 

大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準」（平成 18年３月 14日厚生労働省令第 34号）第 97条第８項及び

「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定

地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法

に関する基準」（平成 18年３月 14日厚生労働省令第 36号）第 86条第２項の規

定により、指定認知症対応型共同生活介護又は指定介護予防認知症対応型共

同生活介護の事業者（以下「事業者」という。）に対し、自ら提供する介護

サービスの質の評価（以下「自己評価」という。）及び定期的に受けなけれ

ばならない外部の者による評価（以下「外部評価」という。）の実施に関し

て、必要な事項を定める。  

２  「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」（平

成 18年３月 14日厚生労働省令第 34号）第 97条第８項第２号に規定する「第 108

条において準用する第 34条第１項に規定する運営推進会議における評価」及

び「指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指

定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準」（平成 18年３月 14日厚生労働省令第 36号）第 86条第２項第

２号に規定する「第 85条において準用する第 39条第１項に規定する運営推進

会議における評価」の規定は本要綱の対象外とする。  

 

（評価の目的）  

第２条  自己評価は、事業者のサービス水準の向上に向けた自発的努力と体制

づくりを誘導し、その内容及び範囲において、これらの指定基準を上回るも

のとして設定されるものであり、外部評価は、自己評価の結果と外部評価の

結果を対比し、両者の異同について考察した上で、外部評価の結果を踏まえ

て総括的な評価を行うことを狙いとするものである。これにより、サービス

の質の評価を客観的に高め、サービスの質の改善を図ることを目的とする。 

２  自己評価及び外部評価の結果を公表することにより、利用者及びその家族

への情報提供を推進するとともに、サービスを利用しようとする者のサービ

スの選択に資するものとする。  

 

（自己評価及び外部評価の評価項目）  

第３条  自己評価及び外部評価の評価項目は別紙１のとおりとする。  

 

（外部評価の実施回数）  

第４条  事業者は、事業所ごとに、年に１回以上外部評価を受けるものとする。 

 



 

 

第５条  過去に外部評価を５年継続して実施している事業所であって、かつ、

次に掲げる要件の全てを満たす場合には、前条の規定に関わらず、当該事業

者の外部評価の実施回数を２年に１回とすることができる。この場合、外部

評価を実施しなかった年については、「５年間継続して実施している事業所」

の要件の適用に当たっては、実施したものとみなす。  

（１）別紙２の「自己評価及び外部評価結果」及び別紙３の「目標達成計画」

を市町村に提出していること。  

（２）運営推進会議が、過去１年間に６回以上開催されていること。  

（３）運営推進会議に、事業所の存する市町村の職員又は地域包括支援セン  

ターの職員が必ず出席していること。  

（４）別紙２の「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の２，３，

４，６の実践状況（外部評価）が適切であること。  

２  大阪府（以下「府」という。）は、前項の実施回数を適用する場合には、

あらかじめ当該事業所の指定及び監督を行なっている市町村と前項の要件

の適否について協議を行い、その同意を得て決定するものとする。  

 

（外部評価機関等）  

第６条  外部評価は、府域の事業者に係る外部評価を適切に実施することがで

きると認め、府が選定した法人（以下「評価機関」という。）が行うものと

する。  

２  評価機関の要件及び選定手続等については、別に定めるところによる。  

３  前２項の規定は、外部評価を行う評価機関の評価調査員に対し、研修を実

施する研修機関についても同様とする。  

 

（外部評価の手続き）  

第７条  事業者が外部評価を受けようとするときは、評価機関に申し込むもの

とする。  

２  事業者は、評価機関に申し込んだ後、同機関との間で外部評価業務委託契

約を結び、その契約に基づき同機関に対して評価手数料を支払うものとする。 

３  評価機関は、評価機関が定めた外部評価業務実施要領及び外部評価業務委

託契約に基づき、外部評価を行うものとする。  

 

(外部評価の内容 ) 

第８条  外部評価は、評価機関に所属する複数の外部評価調査員（以下「評価

調査員」という。）による書面調査と訪問調査の結果を総合して、評価機関

が評価結果を決定する。  

２  書面調査は、次に掲げる調査により行うものとする。  

（１）事業所現況調査  

次の文書を取得することにより行う。  



 

 

①  直近の「介護サービス情報の公表」制度の基本情報項目調査票。ただ

し、やむを得ない場合には、別紙４の「認知症対応型共同生活介護事業

所に係る情報提供票」をもって代えることができる。  

②  その他、事業所の運営やサービス提供に係る文書  

（２）自己評価調査  

外部評価を受ける事業者から、府が定める自己評価項目について、事業  

者の代表者の責任の下に、管理者が介護従業者と協議しながら作成した直

近の「自己評価及び外部評価結果」（外部評価に係る記入欄を除く）の送

付を受けることにより行う。  

 

（３）利用者家族調査  

原則としてすべての利用者の家族を対象として、別紙５によりアンケー

ト調査を行う。  

３  訪問調査は、次により行うものとする。  

（１）訪問調査は、書面調査を実施した後に、複数の評価調査員が事業所を訪

問し、府が定める外部評価項目についての調査を行う。  

（２）訪問調査は、原則として１日以内とし、当該事業所の運営状況の概要等

について評価調査員全員が管理者等から説明を受けた後、現状の確認及び

府が定める外部評価項目に関する状況の調査を行う。  

（３）所定の調査を終了した後、管理者等を交えて全体的な総括と確認を行う。 

 

（外部評価結果の決定等）  

第９条  外部評価結果の決定等は、次により行うものとする。  

（１）外部評価を行った評価調査員は、書面調査及び訪問調査の結果を総合的

に判断し、全員の合意により評価を行い、「自己評価及び外部評価結果」

を作成するものとする。  

（２）評価機関は、前項の結果を基に外部評価の結果を決定する。この場合、

評価機関が必要と認めるときは、評価機関に設置する認知症高齢者介護に

関する学識経験者、認知症高齢者の介護に従事した経験を有する者、事業

者、認知症高齢者の家族の代表者等からなる評価審査委員会の審査を経る

ものとする。  

（３）評価機関は、外部評価の結果を決定したときは、当該結果を事業者に通

知し、事業所から「目標達成計画」の提出を求めるものとする。  

 

（外部評価結果等の公開）  

第 10条  評価機関は、利用者による事業所のサービスの選択に資するために、

独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉保健医療情報ネットワークシス

テム（ＷＡＭＮＥＴ）」を利用して、「自己評価及び外部評価結果」、「目標達

成計画」を公開するものとする。  



 

 

２  事業者は、「自己評価及び外部評価結果」、「目標達成計画」を、次の方法

で利用者及びその家族に公開するものとする。  

（１）利用申込者又はその家族に対する説明の際に交付する重要事項を記し

た文書に添付の上、説明する。  

（２）事業所内の見やすい場所に備え付けることのほか、利用者の家族に送

付等を行う。  

 

（書類の保存期間）  

第 11条  事業者は、評価機関から通知を受けた日から３年間、「自己評価及び

外部評価結果」、「目標達成計画」を保存するものとする。  

 

（守秘義務）  

第 12条  評価機関は、外部評価の際に知り得た事業者、利用者及びその家族の

秘密を他に漏らさないものとする。また、その旨を評価調査員及び評価調査

員であった者に義務付けるものとする。  

 

（市町村等への報告等）  

第 13条  事業者は第９条第３号の規定による通知があった後速やかに「自己評

価及び外部評価結果」及び「目標達成計画」を市町村（事業所が存する市町

村及び平成 18年４月１日以降に当該事業所を指定した他の市町村をいう。以

下同じ。）に、評価機関は第 10条第１項の規定による公開をした後直ちに別

紙６の「外部評価実施状況報告書」を府及び市町村に、それぞれ提出しなけ

ればならない。  

２  前項の規定にかかわらず、緊急を要する事項（明らかな基準違反、サービ

スの質が著しく低下している場合等）があった場合には、評価調査員は、評

価機関を通じて市町村に通報するものとする。  

３  評価結果等については、事業所が自ら設置する運営推進会議において説明

するものとする。また、別紙７の「サービス評価の実施と活用状況」につい

て作成し、説明することが望ましい。  

 

（その他）  

第 14条  この要綱に定めるもののほか、外部評価の実施に関し必要な事項は、

別に定める。  

 

附  則  

１  この要綱は、平成 19年４月１日から施行する。  

２  大阪府認知症高齢者グループホーム外部評価実施要綱（平成 17年４月１日

制定）は、廃止する。  

附  則  

１  この要綱は、平成 22年１月１日から施行する。  



 

 

２  施行日以後に外部評価の訪問調査を実施する場合には、この要綱に定める

外部評価の手続によることとし、施行日以前に外部評価の訪問調査を実施す

る場合には、改正前の外部評価の手続によることとする。  

附  則  

この要綱は、平成 27年 10月１日から施行する。  

 附  則  

この要綱は、平成 31年３月 27日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和元年 10月 24日から施行する。  

附  則  

この要綱は、令和３年６月３日から施行する。  

 

 



地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和に係る取扱要領 

 

 大阪府地域密着型サービス外部評価実施要綱（以下「要綱」という。）第５条の規定

による外部評価の実施回数の緩和（以下単に「実施回数の緩和」という。）に係る取扱

いについて、以下のとおり定める。 

 

１ 実施回数の緩和 

  要綱第５条の規定による実施回数の緩和については、次のとおり取り扱う。 

①  要綱第５条第１項の「過去に外部評価を５年継続して実施している事業所」

は、原則として、外部評価を少なくとも１回実施した会計年度（４月１日から翌

年３月 31日までとする。）が５年度継続している事業所とする。 

なお、訪問調査をもって外部評価の実施とする。 

ただし、令和元年度の実施については新型コロナウイルス感染症拡大防止の

ため、令和２年６月末までに実施したものは令和元年度中に受審したものとみ

なすことができる。 

②  実施回数の緩和は、当該緩和が決定された会計年度及びその翌会計年度につ

いてのものとし、要綱第５条第１項の「２年」とは、実施回数の緩和が決定され

た会計年度及びその翌会計年度をいう。 

③  要綱第５条第１項各号に掲げる要件を満たすかどうかについては、同条第２

項の規定による協議を行う会計年度の前会計年度の実績により判断する。 

実施回数の緩和により前会計年度に外部評価を受けていない事業所が同項第

１号及び第４号に掲げる要件を満たすかどうかについては、直近の外部評価の

結果による。 

④  要綱第５条第１項第２号（運営推進会議の開催回数）については、やむを得な

い事由があると認められる場合には、６回未満であっても要件を満たすとみな

すことができる。 

⑤  要綱第５条第１項第３号（運営推進会議への市町村職員等の出席）について

は、やむを得ない事由があると認められる場合には、市町村職員等が出席して

いない回があっても要件を満たすとみなすことができる。 

⑥  要綱第５条第２項の規定による協議は、原則として毎年７月に行うこととし、

当該会計年度の５月末日までに評価が確定した事業所を対象に協議を行うもの

する。 

なお、外部評価結果等のＷＡＭＮＥＴ上での公表をもって評価の確定とする。 

 

２ 緩和の手続 

(1)事業者の申請 

  事業者は、実施回数の緩和を受けようとするときは、６月末日までに、「地域密 

 着型サービス外部評価実施回数緩和申請書」（様式１）を、実施回数の緩和を受け 

 ようとする事業所を所管する市町村（複数の市町村において指定を受けている場 

 合は、実施回数の緩和を受けようとする事業所が所在する市町村）に提出しなけ

ればならない。 

  なお、実施回数の緩和が決定された会計年度の翌会計年度は、提出を要しない。 

 

(2)市町村の審査及び同意 

  (1)の申請を受けた市町村は、要綱第５条第１項各号に掲げる要件の全てを満 



 たすと認めた場合は、「地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について 

 （進達）」（様式２）に提出された「地域密着型サービス外部評価実施回数緩和 

 申請書」を添付し、府に送付する。 

 この送付は、要綱第５条第２項の協議及び同意とする。 

 

(3)府による決定 

① 府は、(2)の進達の内容を確認し、実施回数を緩和する事業所を決定し、当該

市町村に「地域密着型サービス外部評価の実施回数の緩和について（通知）」（様

式３）を送付する。 

事業所への実施回数の緩和の適否の通知は、当該市町村が行う。 

② 府は、実施回数を緩和する事業所のリストを府が選定する外部評価機関に通

知するとともに、府のホームページにおいて掲載する。 

 

３ その他 

この要領に定めのない事項については、府と市町村との協議により決定すること

とする。 

 

附 則 

 この要領は、平成 30年５月 23日から実施する。 

 附 則 

 この要領は、平成 30年７月 11日から実施する。 

 附 則 

 この要領は、平成 31年３月 27日から実施する。 

 附 則 

 この要領は、令和元年８月 27日から実施する。 

 

 


